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働き方改革関連法が本年４月から適用されることによる

物流業界の「2024年問題」に対応するため、商慣習の見

直しや効率化に向けた物流関連２法の改正案が閣議決定

されました。主な内容は以下の通りです。 

 

◆荷主・物流事業者に対する規制【流通業務総合効

率化法】 

 荷主・物流事業者に対し、物流効率化のために取り組

むべき措置について努力義務を課し、当該措置につい

て国が判断基準を策定。 

 上記取組状況について、国が判断基準に基づき指導・

助言、調査・公表を実施。 

 上記事業者のうち、一定規模以上のものを特定事業者

として指定し、中長期計画の作成や定期報告等を義務

付け、中長期計画に基づく取組みの実施状況が不十分

の場合、勧告・命令を実施。 

 さらに、特定事業者のうち荷主には物流統括管理者の

選任を義務付け。 

※法律の名称を「流通業務の総合化及び効率化の促進

に関する法律」から「物資の流通の効率化に関する法律」

に変更 

 

◆トラック事業者の取引に対する規制【貨物自動車

運送事業法】 

 元請事業者に対し、実運送事業者の名称等を記載した

実運送体制管理簿の作成を義務付け。 

 荷主・トラック事業者・利用運送事業者に対し、運送契約

の締結等に際して、提供する役務の内容やその対価

（附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む）等について

記載した書面による交付等を義務付け。 

 トラック事業者・利用運送事業者に対し、他の事業者の

運送の利用（＝下請けに出す行為）の適正化について 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

努力義務を課すとともに、一定規模以上の事業者に対

し、当該適正化に関する管理規程の作成、責任者の選

任を義務付け。 

 

◆軽トラック事業者に対する規制【貨物自動車運送

事業法】 

 軽トラックの事業者に対し、①必要な法令等の知識を担

保するための管理者選任と講習受講、②国土交通大臣

への事故報告を義務付け。 

 国交省による公表対象に、軽トラック事業者に係る事故報

告・安全確保命令に関する情報等を追加。 

【国土交通省プレスリリース 

「流通業務の総合化及び効率化 

の促進に関する法律及び貨物 

自動車運送事業法の一部を 

改正する法律案」を閣議決定】 

 

 

 

◆採用活動におけるインターンシップ利用の増加 

採用活動において、インターンシップの実施は現在、欠

かせないものになっています。令和４年６月には、文部科

学省・厚生労働省・経済産業省の合意による「インターンシ

ップの推進に当たっての基本的考え方」（３省合意）が改正

され、一定の基準を満たしたインターンシップで企業が得

た学生情報を、広報活動や採用選考活動に使用できるよ

う見直しがなされるなど、国としてもインターンシップの活用

を推進しているところです。 

 

◆学生のインターンシップ等の参加率は85.7％ 

マイナビが、マイナビ2025会員のうち2025年３月卒業

見込みの全国の大学３年生、大学院１年生（有効回答数

2,633名）を対象に実施した調査によれば、インターンシッ

プ・仕事体験の参加率は85.7％となったそうです。これは

14年卒の調査開始以来で最高値となっており、現在の新

卒採用においてはインターンシップが広く活用されている

「2024年問題」物流２法改正案が 
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実態がわかります。 

◆インターンシップ等の内容 

同調査によれば、インターンシップ・仕事体験の内容とし

ては、「グループワーク（企画立案、課題解決、プレゼンな

ど）」が75.1％で最多となっており、「若手社員との交流会」

（58.7％）、「人事や社員からの講義・レクチャー」（50.2％）、

「会社見学・工場見学・職場見学」（49.9％）と続いています。

また、「実際の現場での仕事体験」（33.2％）は前年より6.8

ポイント増加しており、より実際の仕事への理解を促すため

の内容にシフトしていることがわかります。 

 

◆効果的なインターンシップの実施を 

インターンシップに参加した学生は、その企業の選考に

進みたいという意向を持つ割合が高いという調査結果もあ

ります（株式会社ベネッセ i-キャリア「2025年卒大学生 夏

のインターンシップ」に関する調査）。売り手市場の現況に

おいて、企業理解を促進し、自社のアピールのため、採用

後のミスマッチを防ぐためにも、効果的なインターンシップ

の実施を検討したいところです。 

【マイナビ 2025年卒  

大学生広報活動開始前の活動調査】 

 

 

 

 

 

日本商工会議所・東京商工会議所は２月 14 日、「中小

企業の人手不足、賃金・最低賃金に関する調査」集計結

果を発表しました。全国の中小企業 6,013社を対象に調査

したもので、2024年１月４日～26日に実施し、2,988社から

回答を得ています。 

2024年度に賃上げを予定する企業は、前年度比 3.1ポ

イント増の 61.3％に上ったものの、うち６割が業績改善を伴

わない人材確保のための「防衛的な賃上げ」を迫られてい

る状況です。 

 

◆人手が「不足している」と回答した企業は65.6％ 

「人手不足の状況および対応」では、人手が「不足して

いる」と答えた企業は前年比 1.3ポイント増の 65.6％に上り、

３社に２社が人手不足という深刻な状況が依然続いていま

す。 

業種別にみると、「2024 年問題」への対応が求められる

建設業（78.9％）や運輸業（77.3％）、労働集約型の介護・

看護業（76.9％）で「不足している」とする企業の割合が高く、

８割近くに及んでいます。 

また、最も低い製造業（57.8％）でも約６割が「不足してい

る」と回答していて、あらゆる業種で人手不足の状況にあり

ます。 

 

◆2024 年度に「賃上げを実施予定」の企業は 

 ６割超 

こうした中で、2024 年度に「賃上げを実施予定」と回答し

た企業の割合は、昨年度（58.2％）から 3.1 ポイント増加の

61.3％と６割を超え、賃上げに取り組む企業は着実に増加

しています。ただ、そのうち、「業績の改善がみられないが

賃上げを実施予定」は 60.3％で、依然６割が「防衛的賃上

げ」となっています。 

 従業員規模別では、従業員５人以下の企業では、「賃

上げ実施予定」は 32.7％にとどまり、「賃上げを見送る予定

（引下げ予定を含む）」が16.8%に上っています。 

 

◆「最低賃金を下回ったため、賃金を引上げた」 

企業は38.4％ 

2023 年 10 月の最低賃金引上げを受け、「最低賃金を

下回ったため、賃金を引上げた」企業（直接的な影響を受

けた企業）は 38.4％と、昨年度から 0.4 ポイント低下したも

のの引き続き高い水準です。 

 一方、人手不足や物価上昇が進む中、「最低賃金を

上回っていたが、賃金を引上げた」企業は 29.8％と、昨年

度から 5.2ポイント増え、2017年の調査開始以降で最も高

い割合となっています。 

【日本商工会議所・東京商工会議所 

「中小企業の人手不足、賃金・最低 

賃金に関する調査」集計結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒柴 夢ちゃんから一言 

賃上げ予定の中小企業の６割が業績改善の伴わな

い「防衛的」賃上げ 

～日本商工会議所・東京商工会議所の調査より 

みなさん こんにちは。 

内閣府「生活設計と年金に関する世論調査」 

によると、65歳以降も生活のために働く人 

が増加しているそうです。厚生年金を満額 

受給しながら、就業時間を調整して働きたい 

と考えている方が増加しているようです。 
 

ゆめちゃん８歳。 

人間年齢だと50歳を過ぎ 

たくらいでしょうか。 

わんちゃんのライフステ 

ージでは高齢犬に差し掛 

かってきた頃ですが、 

弊社の看板犬として勤務 

は続きます！ 

 

 

 

 

 


